
 �  荘園の発生と大規模荘園の成立
～県内の事例からみる荘園の成立～

１　県内に出現した荘園

　743 （天
てん

平
ぴょう

15）年に墾
こん

田
でん

永
えい

年
ねん

私
し

財
ざい

法
ほう

が発布され、開墾した田地の永久私有が認められることと
なった。この法令を契機として、中央の貴族や寺院は地方豪族とむすんで大規模な開発を行うと
ともに、買

ばい

得
とく

による私有地も広げ大土地所有が始まっていった。このようにして成立した８～９
世紀の荘園を初期荘園とよんでいる。
　それでは、いつごろ史料上に静岡県内の荘園があらわれるのであろうか。『日

に

本
ほん

三
さん

代
だい

実
じつ

録
ろく

』864 
（貞
じょう

観
がん

６）年３月４日庚寅条によれば、内
くらりょう

蔵寮の所領であった遠江国長
ながの

上
かみ

郡の田地 164町が貞
じょう

観
がん

寺
じ

に施
せ

入
にゅう

（寺社に寄進すること）されている。次いで『日本三代実録』865年９月14日壬辰条
によれば、遠江国長

ながの

下
しも

郡の水田12町も貞観寺に施入されている。貞観寺は、藤
ふじ

原
わらの

良
よし

房
ふさ

と僧真
しん

雅
が

により建立された嘉
か

祥
じょう

寺
じ

の西院が、862年に独立して貞観寺と称した寺院であり、現在の京都市
伏見区内にあったがその後廃絶した。〈史料１〉の872年に作成された『貞観寺田地目録帳』は貞

観寺領の田地を詳細に記録し
たものであり、諸国にわたる
貞観寺の寺領を知る上で貴重
な史料である。この史料では、
長上郡の所領を市

いちの

野
の

庄
しょう

（荘）
といい、遠江国長下郡の所
領を高

たか

家
いえの

庄
しょう

（荘）といった。
市野荘はその約４割が未開発
地であり、高家荘は荒田とな
り、もと清

きよ

原
はらの

池
いけ

貞
さだ

の一
いっ

身
しん

田
でん

であったことがわかる。市野
荘は浜松市東区市野町付近に
比定されており、中世の史料

には「市野郷」の名がみえる。高家荘の所在は不明であるが、磐田市の天竜川河口付近とする説
もあり、天竜川の洪水のため荒れ地となっていたことが考えられる。
　初期荘園では、荘園領主は律令国家の地方支配機構を利用して国司や郡司に経営をまかせ、班
田農民の小作である賃

ちん

租
そ

による労働に依存していた。そこで国郡制の変質とともに、初期荘園の
多くは10世紀までに衰退していったといわれる。市野荘も高家荘もその後の史料にはみえない。

２　県内における領域型荘園の成立

　また一方では、開発領主が所領を中央の権力者である貴族や寺社に寄進することによって寄進
地系荘園が成立し、11世紀半ばには各地に広がった。この時期になると静岡県にも多数の荘園が
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生まれ、なかでも遠江国には、荘園を設立する際の手続きである立
りっ

券
けん

による四
し

至
し

牓
ぼう

示
じ

により、広
大な地域を囲い込んだ領域型荘園がいくつも成立することが特徴である。その代表例が池

いけ

田
だの

荘
しょう

であり当時の豊
とよ

田
だ

郡内にあった。
　池田荘の成立は長

ちょう

承
しょう

年間（1132 ～ 1135）あるいはそれ以前にさかのぼり、白
しら

河
かわ

・鳥
と

羽
ば

院政
と密接な関連をもっていた。その後池田荘は、1170 （嘉

か

応
おう

２）年に池田荘の領主であった太
たい

皇
こう

太
たい

后
ごう

宮
ぐう

権
ごんの

大
たい

夫
ふ

藤
ふじ

原
わらの

俊
とし

盛
もり

から、松
まつの

尾
お

社
しゃ

へ寄進されることとなった。俊盛は、後
ご

白
しら

河
かわ

上皇の近臣で
あり、遠江国の知

ち

行
ぎょう

国
こく

主
しゅ

ともなり子息季
すえ

能
よし

を遠江守
かみ

としていた。松尾社とは京都市西京区に鎮
座する松

まつの

尾
お

大
たい

社
しゃ

のことである。この地方を開拓した秦
はた

氏
うじ

によって祭られた古社であり、平安遷
都後には王城鎮護の神として重要視された。その神領は平安時代に拡大の一途をたどり、全国各
地に荘園をもった。
　ところが池田荘の四至の牓示を打ち立券しようとしたところ、南西に接する川

かわ

匂
わの

荘
しょう

との間で
境界をめぐる相論となった。この相論は太

だい

政
じょう

官
かん

に提訴されると高
たか

倉
くら

天皇の宣
せん

旨
じ

が下され、池田
荘の主張どおりに境界が決定された。続いて1171年２月19日に宣旨に従い、現地で池田荘と川匂
荘の境界が確認され、立券作業が終了して立券文が作成された。

　〈史料２〉（『遠江国池田荘立券状』）はこの立券文案であり、松尾大社所蔵文書として伝えられ
たものである。史料に残る地名と現在の地名とを比べて推定すると、池田荘は南北に長い台形状
で、天竜川下流域一帯の磐田市から浜松市にまたがる、約20k㎡もの広大な領域をもった荘園で
あった。この立券文案は、立券当時の荘園の構造がよくわかる貴重な史料である。

〈参考文献〉
『静岡県史』通史編１原始・古代　第３編第２章第４節　他
『浜松市史』一　古代編　第５章第３節
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